
高知県竹材利用促進事業実施要領
第１　趣旨
竹材利用促進事業費補助金の取扱いについては、高知県竹材利用促進事業費補助金交付要綱（以下「県要綱」という。）に定めるほか、この要領に基づき適正に実施するものとする。
第２　事業計画の策定

１　事業計画の策定

補助事業者は、様式第１－１号に定める竹材利用促進事業取組計画書及び様式第１－２号に定める高知県竹材利用促進事業実施計画協議書(以下「計画書等」という。)を作成し、所管の林業事務所（嶺北地域にあっては、嶺北林業振興事務所。以下「林業事務所」という。）を経由して知事に提出するものとする。
第３　計画の決定
１　計画のヒアリング
林業事務所長（嶺北地域にあっては、嶺北林業振興事務所長。以下「所長」という。）は、計画書等の提出があった場合は、事業計画のヒアリング等を行うものとする。
２　計画の審査
所長は、１の規定によるヒアリング等を行った計画書等について、木材産業振興課長に様式第２号により副申するものとし、副申に当たっては、ヒアリング時に徴収した資料の全部を併せて提出するものとする。
３　計画の採択
木材産業振興課長は、所長から提出があった副申を確認し、補助金を受けることが適当と認められるときは、採択を決定し、所長に通知するものとする。
４　採択等の通知
事業計画の採択又は不採択の通知を受けた所長は、補助事業者にその内容を通知するものとする。
第４　事業計画の変更
補助事業者は、必要に応じて事業計画の変更を行うものとする。
　　変更を必要とするのは、県要綱第７条第２項第３号に掲げる場合とし、その手続については、第２及び第３に準じて行うものとする。
第５　委任
この要領に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項については、知事が別に定める。

様式第１－１号
令和　年度竹材利用促進事業取組(変更)計画書
補助事業者名：　　　　　　　　　　　　

	伐採事業者等
の名称
	竹の種類
	規格

用途
	着手(予定)年月日
	買取(予定)単価

（円/kg）
	竹材１kg当たりの

補助単価

（買取(予定)単価×
10分の７円　上限22円）
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　（注）１　伐採事業者等の名称には、別表第１に定める協定を締結した事業者を記入してください。
２　県要綱第６条第１項第４号に規定する消費税仕入控除税額等を除いた金額を記入してください。
３　変更箇所については、変更前（上段括弧書き）と変更後（裸書き）とにより変更前と変更後との内容を対比してください（変更のない箇所は、２段書きの必要はありません。）。

様式第１－２号
高知県竹材利用促進事業実施計画(変更)協議書
	補助事業者名
	

	竹材の利用方法
	

	

	竹材の利用(予定)量
	kg（　年　月　日～　年　月　日）別添協定書のとおり

	期待される効果
	

	


（注）１　添付書類として、伐採事業者等の名称、施業所在地、買取単価が明記された伐採事業者との協定書の写しを添付してください（既に提出しているもので変更がない場合は不要。)。
２　変更箇所については、変更前（上段括弧書き）と変更後（裸書き）とにより変更前と変更
後との内容を対比してください（変更のない箇所は、２段書きの必要はありません。）。
様式第２号
第　　　　　　号
令和　年　月　日
　木材産業振興課長　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　長
令和　年度高知県竹材利用促進事業に係る事業計画について（副申）
　このことについて、高知県竹材利用促進事業実施取扱要領第３の２に基づき、下記意見を付して提出します。
記
	補助事業者名
	事業内容
	採択の
適・否
	備　　考

	
	
	適・否
	

	
	
	適・否
	

	
	
	適・否
	

	
	
	適・否
	

	
	
	適・否
	

	
	
	適・否
	

	
	
	適・否
	

	
	
	適・否
	


(注)　１  審査を実施した事業の計画書等及びヒアリング時に徴収した資料の全部を添えてください。
　２ 「採択の適否」欄が否の場合には、「備考」欄にその理由を簡潔に記入してください。


